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  地方自治法第１９９条第１４項の規定により、定期監査の結果に基づく措置

状況について通知を受けたので、同項の規定により次のとおり公表する。 

 

令和４年４月２５日 

 

那珂川市監査委員 和志武 三樹男 

那珂川市監査委員 上 野   彰  

 

記 

 

１ 令和３年度定期監査 

 監査結果及び措置状況 

 

令和４年２月２４日付け ３那監第１６８５号（下水道課分）              

指  摘  事  項 措  置  状  況 

１ 土地賃貸借契約書（水路）につい

て 

本契約は、平成３１年４月１日か

ら平成３４年３月３１日までの長期

継続契約である。 

後年度における予算の裏づけがな

い長期継続契約については、「翌年度

以降において、予算の減額又は削除

があった場合、当該契約は解除する」

旨の解除条項を附する必要がある

が、その条項が欠如している。 

契約自体は有効ではあるが、市の

契約事務としては不適切であるの

で、契約内容変更等の適切な措置を

講じられたい。 

 

 ご指摘のように、長期継続契約について

は、地方自治法第２３４条の３で規定し、

その後段に「各年度におけるこれらの経費

の予算の範囲内においてその給付を受け

なければならない。」とあります。長期継続

契約を取り交わす場合には、契約書には、

解除条項、すなわち「翌年度以降において、

予算の減額又は削除があった場合、当該契

約は解除する」旨を附する必要があります

が、本契約には当該条項にあたるものはあ

りません。この為、現行の本契約及び令和

４年度以降の本契約には下記の条項を整

備します。 

 なお、現行の本契約に関しては、下記内

容を記した覚書を令和４年２月８日付で

取り交わしており、同様に令和４年度以降

の本契約にも下記内容を記した条項を追



加します。 

 

〇覚書及び契約書の追加条項の内容 

・本契約は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３４条の３に基づく長期継

続契約であり、甲は、翌年度以降において

本契約に係る歳出予算に減額又は削除が

あった場合は、本契約を解約又は変更する

ことができる。 

・上記により本契約を解約又は変更する場

合には、甲は、契約を解約又は変更しよう

とする会計年度の予算の議決日以降直ち

に乙に書面をもって通知することができ

る。 

 ※甲：那珂川市長、乙：契約相手方  

 

 

 

 


